
岡谷市指定文化財について 

 

１．指定する文化財 

 新倉十五社 「面」 １式 

   ・新倉十五社「面」 １１面 

   ・獅子頭       １面 

 

２．指定の経過 

  令和２年４月に新倉区文化財保護を担当する役員より新倉の面を市指定の

文化財に指定したいとの要望があり、令和２年５月の岡谷市文化財保護審議会

で審議及び視察を行った。審議会には昭和２６年３月と令和元年１０月に面の

学術調査が行われている報告書を審議した結果、江戸時代に作成された面であ

り、現存する面で数少ない貴重なものと判断した。 

 

３．告示日 

  令和７年４月７日 
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岡谷市教育委員会告示第  号  

 

 

 

 

 岡谷市文化財保護条例（平成１０年岡谷市条例第６号）第４条第１項の

規定により下記の物件を岡谷市指定文化財に指定する。  

 

 

令和７年４月７日  

 

 

 岡谷市教育委員会  

                        教育長  宮坂  享  

 

 

 

 

岡谷市指定有形文化財（岡谷市文化財保護条例第４条第１項）  

 

名   称  員 数  所 有  者  

有形民俗文化財  

新倉十五社  「面」（新倉区） 

・新倉十五社「面」   

・獅子頭         

 

１式  

 

１１面  

 

１面  

新倉区  

 

  



令和７年 ３月 ７日 

 

岡谷市教育員会 殿 

 

岡谷市文化財保護審議会 

会長 宮坂 春夫 

 

 

岡谷市指定文化財について（答申） 

 

 令和５年５月２３日付け５教生第３２号をもって諮問されました物件の岡谷市指定文化

財の指定について、本審議会は慎重審議の結果、下記のとおり市指定の答申をいたします。 

 

記 

１．指定 

 

 有形民俗文化財 

     新倉十五社 「面」 １式（新倉区） 

      ・新倉十五社「面」 １１面 

      ・獅子頭       １面 

 

理由   

新倉十五社の１１面は昭和２６年３月２７日と令和元年１０月６日の２回の調査に

より江戸時代に作成された可能性があるため、現存する面では数少ない貴重なもので

あると判断した。 

また、獅子頭については大神神楽の獅子舞に使用された獅子頭と同種のものであり、

鼻が長く突きでている点は古風な造りであり、江戸時代中期頃の作品ある。このような

所見から今後の諏訪神楽の解明に重要なカギとなることも考えられるため、市指定文

化財とし保存していく。 

  

以上 

 




















